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［国労］離職防止の観点からもあらゆる特殊勤務手当、超過勤務手当等を

改善するべきである。

［会社］労基法を上回る水準であり、世間水準と比較しても遜色ない。

［国労］超勤の実態はどうか。単価を変えることで抑制となる考えは無い

のか。

［会社］超勤の実態は昨年より増えているがコロナ前よりは減っている。

単価もあるがきっちりと時間外労働を申請してもらうことも大事

である。

［国労］働く環境が変化しており個々の負担は増えている。手当の改善を。

［会社］新設・増額は経営に影響を与える。主張は受け止める。

［国労］モチベーションを上げることが大

事である。技術継承の観点からも

手当の増額や新設は必要である。

［会社］基本給に含んでいるものもある。

変更する考えはない。
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あらゆる手当について

離職防止の観点からも強く求める！


